
広報なよろ令和６年１月号 １０８

令和５年12月１日現在において、名寄市に住民登録があり、
世帯全員の令和５年度分の住民税均等割が非課税の世帯
※ただし、税法上の「被扶養者のみ」の世帯は除く

社会福祉課福祉総務係（名寄庁舎２階　16番窓口）　　01654③2111（内線3221・3222）

１世帯当たり

今回の給付金につきましては、【申請が不要の世帯】と【申請を要する世帯】があります。

　　　　　　　　　　（前回の令和５年度住民税非課税世帯給付金（３万円）を受け取った世帯。
　　　　　　　　　　　　ただし、前回から世帯の変更があった場合は確認書の送付となります。）
　・１月中旬に「給付金支給案内書」が届きます。
　・１月末に、前回の給付金（３万円）の指定口座に振り込みます。
　　※ただし、給付を辞退する場合および振込口座を変更する場合は、「給付金支給案内書」に
　　　記載してある期限までに問い合わせください。

　　　　　　　　　　（支給要件の該当者であることが確認できない世帯、転入世帯など）
　・「確認書」が届きます。必要に応じ書類を添えて申請（返送）していただきます。
　・対象世帯であることが確認された世帯から順に給付金の振り込みを行います。

令和６年３月15日（金）17時30分まで
※郵送の場合、当日消印有効

令和６年１月下旬からの支給を予定しています。

①対象世帯の要件は前回（令和５年度住民税非課税世帯給付金（３万円））と同様ですか？
→いいえ、今回は住民税課税者に扶養されている非課税世帯は対象外となります。

②給付の対象から外れる世帯とは？
→世帯外の課税者に税法上の扶養をされている非課税世帯は対象外となります。例として、
　１．市内外問わず親族（父・母など）に税法上の扶養を受けている学生
　２．扶養主が単身赴任などにより、市外へ転出しており、非課税世帯となっている家族
　３．市内外の親族（子など）に税法上の扶養を受けている年金生活者世帯
　これらの方々はご自身で確認していただく必要がありますので、ご了承ください。

名寄市がＡＴＭの操作をお願いするこ
とや、給付のために手数料の振り込み
を求めることは絶対にありません。
市や内閣府などの職員をかたった不審
な電話や郵便があった場合は、最寄り
の警察署や警察相談専用電話（#9110）
にご連絡ください。

か　た

【申請が不要の世帯】

【申請を要する世帯】

２情報共有

名寄市自治基本条例
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	18施設お知らせ①
	19施設お知らせ②
	20施設お知らせ③
	21施設お知らせ④
	22暮らしのお知らせ-①
	23暮らしのお知らせ-②
	24暮らしのお知らせ-③
	25暮らしのお知らせ-④
	26暮らしのお知らせ-⑤
	27暮らしのお知らせ-最終
	28裏表紙

